








No 記入のポイント

①
・必ず各項目のいずれかに「 」印または、「■」印を
記入
・各項目において2箇所以上記入しない

②
・「該当なし」は、検討したが合理化に資するものでな
いと判断して実施を見送った場合、または、輸送手段
として選択することが不可能な場合等に選択

No 記入のポイント
③ ・取引形態等によって「有」「無」を選択
④ ・上記で選択したもの以外の取組を自由記述で記載

①

②

③

④
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No 記入のポイント

① ・当該年度に実施した取り組みを記入
 （荷主の判断基準の内容以外の措置でも可）

② ・当該年度（第2表・第3表に記入した年度）
　省エネ法様式では実際の排出を行った年度を記入

③ ・荷主連携省エネルギー措置を考慮しない燃料使用量を
基に、二酸化炭素排出量を算出小数点以下切り捨て

④
・算定方法、単位発熱量や排出係数について地球温暖化
対策の推進に関する法律における政省令に基づかない
ものを使用した場合、その内容を記入

⑤

・権利利益保護請求の有無
　「有」の場合には、地球温暖化対策の推進に関する法
律における、「様式1-2  権利利益の保護に係る請求
書」を添付
（様式については
　https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual
　からダウンロードできます。）

⑥

・排出量関連情報提供の有無
　「有」の場合には、地球温暖化対策の推進に関する法
律における、「様式2 温室効果ガス算定排出量の増減
に関する情報その他の情報」を添付
（様式については
　https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual
　からダウンロードできます。）

No 記入のポイント

⑦ ・第１表のエネルギー使用量の算定範囲について説明し
た資料を添付

GJ

GJ

201 8

①

④

⑤ ⑥

③

②

⑦
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No 記入のポイント

①
・認定管理統括制度の認定を受けた場合は、認定管理統括荷主が、総括表及び認定表を提出
・総括表は１つで構わない
・認定表（第1表～第３表）は、年度の貨物の輸送量が3,000万トンキロ以上の認定管理統括荷主及び管
理関係荷主の分を作成

② ・総括表には、年度の貨物の輸送量が3,000万トンキロ以上の認定管理統括荷主及び管理関係荷主を記入

荷主認定－第1表以降は
11ページ以降の記入例を参考にして記入してください

○▲

①

②
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様式第34の記入例

荷主連携省エネルギー計画認定申請書の記入例

34 85

.
( )

FAX

×××× ××.c o.j p
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33
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.
××

20

.

××

.

.
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30, 000 20, 000 50, 000

( )

( )

2018 12 50, 000

.

別添　略

百万トンキロ

百万トンキロ
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様式第31の記入例

.

.

.

2017

5,0000

.

×××× ××

2

3

4

5

認定管理統括荷主に係る認定申請書の記入例
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中長期計画書及び定期報告書チェックリスト
中長期計画書及び定期報告書の作成時におけるチェックリストです。提出前の自己チェックリストとしてご活用くだ
さい。
自己チェックを行うことで、提出書類の記入間違い等を未然に防ぎ、書類修正の手間を減らすことができます。

書類 場 所 No. チェック項目 チェック

中
長
期
計
画

全般 1 事業所管省庁と経済産業省の2箇所に提出しているか。 □
表紙 2 代理人が提出する場合、委任状又はその写しを添付しているか。 □

計画内容
及び

エネルギー使用合理化
期待効果

3 主要事業に日本標準産業分類の細分類の名称を記載しているか。 □
4 期待効果の単位を原油換算［kℓ（キロリットル）］以外の単位にしていないか。 □
5 全体のエネルギー使用量に対し、削減対策によるエネルギー使用合理化期待効果が過大でないか。 □

定
期
報
告
書

全般 6 事業所管省庁と経済産業省の2箇所に提出しているか。 □
表紙

7 代理人が提出する場合、委任状又はその写しを添付しているか。 □
8 主要事業に日本標準産業分類の細分類の名称を記載しているか。 □

第1表

9 付表1 ～ 3で設定したIDや計算したエネルギー使用量を矛盾なく転記しているか。 □
10 原油換算を国際基準の換算係数（0.0258［kℓ/GJ］）で計算しているか。 □
11 原油換算値の対前年度比を、前年度に提出した原油換算値を基に計算しているか。（※対前年度比＝当該年度値÷ 前年度値×100％） □

付表1～3 

12 エネルギー使用量の桁間違いがないか。 □
13 エネルギー使用量を様式にある固有単位量の数値で記載しているか。（例：軽油の場合は［kℓ（キロリットル）］単位で記載） □
14 熱量を省エネ法告示

※別表第1に掲げる発熱量で計算しているか。
（例：軽油の場合、37.7［GJ/kℓ］で計算） □

15
様式にある名称を改変していないか。様式にある行を削除していないか。
（例：付表3の最大積載量欄の“2,000 ～ 3,999”を“3t車”と変更する等してい
ないか。）

□

付表2
16 平均燃費（参考値）を記載しているか。 □
17 適正な平均燃費におさまっているか。 □

付表3
18 平均積載率・エネルギー消費原単位（参考値）を記載しているか。 □
19 適正な平均積載率（100％以下）におさまっているか。 □

第2表

20 エネルギー使用量と密接な関係を持つ値の種類を、前年度の報告と矛盾なく記載しているか。（※変更する場合は第4表にその理由を記載） □

21
エネルギー使用量と密接な関係を持つ値の対前年度比を、前年度に提出したエネル
ギー使用量と密接な関係を持つ値を基に計算しているか。
（※対前年度比＝当該年度値÷ 前年度値×100％）

□

第3表 22
エネルギーの使用に係る原単位の対前年度比を、前年度に提出したエネルギーの使
用に係る原単位を基に計算しているか。
（※対前年度比＝当該年度値÷ 前年度値×100％）

□

第5表
23 当該年度の欄に第3表の結果を矛盾なく転記しているか。 □
24 5年度間平均原単位変化に当該年度までの平均原単位変化を記載しているか。 □
25 原単位の値と前年度比の値を、前年度までの報告と矛盾なく記載しているか。 □

第6表 26 原単位が改善できなかった場合、その理由が明記されているか。算定手法の変更等の影響を排除した実質的な原単位の変動についての分析がなされているか。 □
第7表 27 各項目、必ずいずれかにチェックが入っているか。（※各項目において2箇所以上記載しない） □

第9表

28 CO2 排出量を小数点以下切り捨てで記載しているか。（例：算定値が36,421.5［t-CO2］の場合、36,421［t-CO2］と記載） □

29
提出先が事業所管省庁の場合、権利利益保護請求を行う（「有」の）場合には、地球
温暖化対策の推進に関する法律様式1-2 を、情報提供を行う（「有」の）場合には、
地球温暖化対策の推進に関する法律様式2を添付しているか。

□
※省エネ法告示	（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/ninushi/pdf/060327c-14.pdf）
　		 （https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/ninushi/pdf/topics_080801_yusou.pdf） 23
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定期報告書及び中長期計画書等の電子申請
●電子申請のメリット
●オンラインによる定期報告の提出は、郵送等による紙での提出より便利です。複数の提出先に対する印刷と郵送が
不要で、システムを介した再提出も可能です。
●令和４年度からは、定期報告の作成と提出を一体的に行える、より便利な電子報告システム「EEGS（イーグス）」
の稼働を予定しています。令和５年には中長期計画の作成と提出もサポートする予定です。
●オンラインによる提出を行うためには事前に「電子情報処理組織使用届出書」の提出が必要ですが、一度提出を行
えば、令和４年に稼働する新システムへの移行に際して、改めて手続きすることは不要です。

省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム
通称：EEGS（イーグス）

Energy Efficiency and Global Warming Countermeasures online reporting System

「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（EEGS）」は、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告、及び、温室効
果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とするシステムです。
EEGSは令和４年５月より稼働予定です。報告手続の合理化等の観点から、令和４年度以降の省エネ法・温対法・フ
ロン法に係る報告は、原則として、EEGSをご利用ください。

● EEGS 利用の目的
省エネ法・温対法・フロン法における各種報告のワンストップ化、他のシステムや他の制度の様々な情報との連携に
より特定荷主等の皆様の事務負担が軽減します。

● EEGS 利用のメリット

報告書提出に伴う作業の低減 システム上で報告書提出が完了するため、紙での提出は不要
省エネ法・温対法・フロン法における各種報告の一元管理が可能

算定精度の向上 システム上で入力値の自動チェックが可能なため、事業所管省庁からの差戻
し回数が減少

過年度報告内容の確認 過去に提出した報告書の内容を確認でき、過年度の報告内容を参照しつつ今
年度の報告書を作成可能（省エネ法・フロン法に限る）

報告書処理状況の確認 提出した報告書の省庁での処理状況（提出、受理、差戻し等）がシステム上で
確認可能

●電子情報処理組織使用届出書の届出手順
❶電子情報処理組織使用届出書の作成

❷提出

❸電子申請に必要なＩＤ・ＰＷを通知特定荷主等の皆様 経済産業局

『電子情報処理組織使用届出書』は省エネポータルサイトの『様式ダウンロードページ』の様式43を参照
電子情報処理組織使用届出書に特定排出者番号、特定荷主番号、所在地、事業所名等の基本的な情報を
記載。
申請から通知まで1ヶ月ほどかかりますので、定期報告書等の提出期限（6月末）までに余裕をもって申請
してください。
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省エネポータルサイト 事業者向け省エネ関連情報について
資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」では、省エネに関する国の規制や各種支援制度の概要等をご紹介して
います。
省エネ法について詳しく知りたい場合はポータルサイトへ！

①事業者向け省エネをクリックしてください。「省エネ法の概要」
　「工場・事業場の省エネ法規制」「輸送の省エネ法規制」
　など、様々な省エネ関連情報をご覧いただけます。

②省エネ法の概要についてのページでは省エネ法の
概要と必要な手続き、各種制度の概要等をご紹介
しています。クラス分け評価制度、中長期計画指
針、お問い合わせ先等も掲載されています。

③輸送の省エネ法規制のページでは、荷主制度や各
種手続きについて紹介しています。

④荷主とはのページでは特定荷主等の定義等について解説しています。→本書p.2～3関連
⑤特定荷主の義務内容のページでは、貨物の輸送量届出書や定期報告書等について解説しています。→本書p.4関連
⑥荷主連携省エネルギー計画・認定管理統括荷主の認定制度のページでは、制度の概要や認定基準等について解説して
います。→本書p.5～6関連

⑦各種手続きについて（中長期計画・定期報告書等）のページでは、荷主に係る省エネ法の各種様式をダウンロードできま
す。省エネ法定期報告書等の押印廃止に伴い、変更様式をアップしました。

⑧法制度・ガイドライン等のページでは、荷主のエネルギー使用量の算定方法等について解説しています。→本書p.8～9関連
⑨特定荷主の現状についてのページでは、特定荷主のエネルギー使用量、荷主企業における省エネ取り組み等について紹介
しています。→本書p.26～28関連
⑩よくある質問のページでは、頻繁に寄せられる質問について掲載しています。→本書p.29関連

④ ⑤ ⑥ ⑦
⑧ ⑨ ⑩

①

検索キーワード例 省エネ法、荷主向け関連情報 検索

②

③
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特定荷主の現状について

特定荷主の貨物輸送量あたりの平均エネルギー使用量（主要業種）
主要業種（荷主数・貨物輸送量・エネルギー使用量の多い業種）における特定荷主の貨物輸送量あたりの平均エネ
ルギー使用量を見ると、業種によりばらつきがあるものの、平均では0.211［kl/万トンキロ］でした（2017年度実
績：0.201［kl/万トンキロ］）。重量物を大量に船舶等で運ぶことが多い石油製品・石炭製品製造業、窯業・土石製
品製造業、卸売業（石油製品卸売業を含む）等においては、小さな値となっていました。
※上記の値はトンキロ把握が可能な特定荷主627社（2017年度は571社）について平均をとったもの

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800

特定荷主平均

石油製品・石炭製品製造業

窯業・土石製品製造業

卸売業

鉄鋼業

化学工業

パルプ・紙・紙加工品製造業

輸送用機械器具製造業

飲料・たばこ・飼料製造業

食料品製造業

小売業

2017年度実績
2018年度実績

0.654
0.694

0.425
0.422

0.417
0.402

0.384
0.376

0.257
0.258

0.229
0.234

0.149
0.150

0.139
0.133

0.131
0.133

0.201
0.211

0.086
0.090

貨物輸送あたりのエネルギー使用量　[kl/ 万トンキロ ]

標準偏差

2018年度 特定荷主平均 0.211 [kl/万トンキロ]
2017年度 特定荷主平均 0.201 [kl/万トンキロ]

特定荷主の貨物輸送量あたりの平均エネルギー使用量の経年変化（主要業種）
主要業種（荷主数・貨物輸送量・エネルギー使用量の多い業種）における特定荷主の貨物輸送量あたりの平均エネル
ギー使用量の推移を、2014年度を基準として見てみると、特定荷主平均及び10業種中6業種において改善傾向が
見られました。
※グラフの数値はトンキロ把握が可能な主要10業種の貨物輸送量あたりの平均エネルギー使用量（加重平均）を各業種の2014年度の値を100として指数化
したもの（年度により対象の特定荷主数は異なる）

※このグラフの数値については様々な影響（加重平均のため大規模事業者の変動度合いの影響、基準年度をどの年にするか等）を受けており、4業種について
も一概に増加傾向とは言えず横這傾向の中で年によって上下変動している状況

80

90

100

110
小売業

パルプ・紙・紙加工品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業

化学工業

輸送用機械器具製造業

食料品製造業

窯業・土石製品製造業

石油製品・石炭製品製造業

鉄鋼業

卸売業

特定荷主平均

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

グラフの数値は主要10業種の貨物輸送量あたりの平均エネルギー使用量（加重平均）
を各業種の2014年度の値を100として指数化したもの
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業種別省エネルギー対策の内容（主要業種）
2019年度に提出された中長期計画書の記載内容を荷主の判断基準を参考に主要業種（荷主数・貨物輸送量・エネ
ルギー使用量の多い業種）別に分類し、取り組み割合を示したものです。
業種ごとに計画する対策の割合の差はありますが、「輸送効率向上のための措置」「モーダルシフト」「輸送機器の大
型化」が多く取り組まれています。
同じ業種の別の特定荷主がどのような取り組みを行っているか今後の計画立案等の参考にしてください。

分類
業種

輸送効率
向上のため
の措置※

モーダル
シフト

輸送機器の
大型化

積載率の
向上

取組方針の
作成と効果等
の把握

実車率の
向上

準荷主との
連携

エコドライブ
の推進

低燃費車等
の導入・利用
の促進

その他

食料品製造業 19.0% 31.7% 13.4% 5.6% 4.9% 12.7% 4.9% 6.3% 0.7% 0.7%

飲料・たばこ・
飼料製造業 20.6% 32.4% 17.6% 5.9% 4.4% 5.9% 1.5% 4.4% 2.9% 4.4%

パルプ・紙・
紙加工品製造業 28.3% 39.1% 13.0% 4.3% 6.5% 2.2% 4.3% 0% 2.2% 0%

化学工業 24.3% 33.3% 23.8% 3.2% 2.6% 3.2% 6.3% 2.6% 0% 0.5%

石油製品・
石炭製品製造業 21.1% 15.8% 47.4% 5.3% 5.3% 0% 5.3% 0% 0% 0%

窯業・土石製品
製造業 12.8% 26.4% 17.6% 7.2% 17.6% 0.8% 2.4% 8.0% 5.6% 1.6%

鉄鋼業 20.4% 39.8% 14.0% 6.5% 5.4% 0% 10.8% 2.2% 1.1% 0%

輸送用機械器具
製造業 43.9% 22.8% 3.5% 8.8% 8.8% 1.8% 8.8% 0% 0% 1.8%

卸売業 34.9% 9.6% 22.6% 11.0% 4.8% 8.9% 2.7% 2.1% 2.1% 1.4%

小売業 41.9% 4.7% 4.7% 4.7% 23.3% 7.0% 2.3% 4.7% 0% 7.0%

特定荷主全体 26.6% 26.6% 16.2% 8.0% 7.0% 4.9% 4.1% 3.5% 1.8% 1.3%

対策数の合計 347 347 212 105 92 64 53 46 23 17

※貨物の輸送距離の短縮、製品や包装資材の軽量化、計画的な輸送、燃費の向上等

中長期計画書の計画内容の実施者数と省エネ率の関係
2019年度に提出された中長期計画書の記載内容
を基に、計画内容の実施者数と省エネ率の関係を示
したものです。
図内に示す各計画内容は、荷主の判断基準を参考に
分類しています。
なお、各計画内容の省エネ率は、各特定荷主が中長
期計画書に記載したエネルギー使用合理化期待効果
の合計を、各特定荷主のエネルギー使用量の合計で
除した値であり、中央値を採用しています。
実施者数が多い取り組み、比較的省エネ率の高い取
り組み等、様々な取り組みがあります。
業種の特徴や他社との連携可否といった自社の状況
に併せて実施をご検討ください。
※省エネ率は、ばらつきが大きいため平均値ではなく中央値を採用

取組効果の把握

帰り荷の確保への協力

進捗の報告と指示

日時や受取場所の指定

積み合わせ輸送の利用

モーダルシフト

低燃費車、クリーンエネルギー自動車の導入・利用の促進

輸送量に応じた適正車種

輸送機器の大型化
製品や包装資材
の軽量化・小型化

貨物の輸送距離の短縮基準

燃料法や
燃費法の採用

エコドライブの推進

時間的猶予を
確保した発注

準荷主との連携

共同輸配送
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荷主の省エネルギー取り組み事例

荷主企業における単独の取り組み
＜物流計画の見直しによる取り組み＞
○需要地に最寄りの生産拠点や物流拠点からの出荷となっていなかったものについて、地域
ブロックを見直すことで輸送距離を短縮
○各地にある生産拠点から陸上輸送でひとつの港に集荷し、船舶輸送としていたものを、そ
れぞれの生産拠点から出港することで輸送の一部をモーダルシフト
○東日本から西日本等への長距離輸送において、トラックによる輸送から鉄道や船舶を活用
した輸送へのモーダルシフト
○戻り便や循環配送便の活用、積載率向上による輸送頻度の削減
○低燃費車両の活用促進
○エコドライブの導入（アイドリングストップ、エコタイヤ、デジタルタコグラフ等）

＜受注・生産計画の見直しを含む取り組み＞
○生産計画と物流計画の統合や、生産拠点と消費地との距離の見直し、物流拠点を工場に併
設する等、生産・物流の拠点配置を見直すことで輸送距離を短縮
○IoT活用で販売予測の精度を向上させることにより、生産管理・在庫管理の精度を向上さ
せ、委託輸送事業者及び準荷主と情報共有することで倉庫間での横持ち貨物輸送量や輸
送頻度を削減
○返品頻度の多い取引先について、契約内容を見直し、返品に伴う貨物輸送量を削減

＜サービス方法を変える取り組み＞
○個別受け取りが必要な配達により送付していた荷物等（宅配物等）を宅配ボックスを設置することで、再配達にか
かっていた輸送頻度や輸送距離を削減
○クレート（通い箱）を標準容器として取引先に対してレンタルを実施し、容器の大きさを統一させることで積載率
を向上

他社との連携による取り組み、その他 特殊条件
○同業他社と製品（燃料、基礎化学品等）を相互に融通（スワップ）し、需要家に近い拠点か
ら製品を出荷することにより輸送距離を短縮
○輸送事業者と協力し、繁忙期における船舶輸送の確保と閑散期への貨物輸送量シフトによ
り積載率を向上
○同業他社との共同配送により積載率を向上
○異業種他社における共同幹線輸送により実車率を向上

ACCESS! 「具体的な取り組み事例」は、省エネポータルサイト（p.25参照）の「特定荷主の現状について」に掲
載しています。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/current-status/index.html
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荷主に関するよくある質問と回答トップテン
＜荷主と特定荷主について＞
Ｑ．貨物の輸送時に「荷主」となるのはどのような場合でしょうか。
Ａ．省エネ法では、貨物輸送事業者との契約等により貨物を輸送させている事業者または輸送方法等を実質的に決定してい
る事業者が荷主となります。そのため、契約や輸送方法等の実態に応じて、荷送側が該当する場合と、荷受側が該当する場
合があります。国内での輸送が対象です。

Ｑ．特定荷主ですが輸送量が減り、3,000万トンキロを下回っています。定期報告書等を提出しなくてよいでしょうか。
Ａ．年間の輸送量が3,000万トンキロを下回り、今後、3,000万トンキロ以上となる見込みがなくなったときに、「特定荷主
指定取消申出書」を提出して指定の取り消しを受けることで、定期報告書や中長期計画書の提出が不要となります。「特定
荷主指定取消申出書」は、「事業を行わなくなったとき」、あるいは「年度の輸送量が3,000万トンキロ以上となる見込み
がなくなったとき」に提出します。「輸送量が3,000万トンキロ以上となる見込みがなくなったとき」に提出する場合は、
当年度及び翌年度の当該輸送量の見込み、並びにこれらの見込みの根拠を記入する必要があります。

「荷主」や「特定荷主」についてさらに詳細を知りたい方は・・・
⇒省エネポータルサイト「輸送の省エネ法規制＞荷主とは」をご確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/ninushi/index.html

＜定期報告書・中長期計画書の提出、電子申請手続きについて＞
Ｑ．定期報告書・中長期計画書の提出先はどこですか。
Ａ．本社機能所在地の経済産業局が提出先となります。詳細はこの冊子の裏表紙をご覧ください。
Ｑ．電子報告システムを使って提出したい。電子申請書ＩＤの取得方法を教えてほしい。
Ａ．「電子情報処理組織使用届出書」を本社機能所在地の経済産業局へ提出すると、電子申請に必要なIDとパスワードが通知
されます。申請から通知まで１か月ほどかかりますので、定期報告書等の提出期限（6月末）までに余裕をもって申請して
ください。

定期報告書・中長期計画書の提出について、さらに詳細を知りたい方は・・・
⇒省エネポータルサイト「輸送の省エネ法規制＞各種手続きについて（中長期計画書・定期報告書等）」をご確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/procedure/index.html

＜定期報告書作成支援ツールや様式について＞
Ｑ．荷主の様式・ツールのダウンロード先を教えてほしい。
Ａ．資源エネルギー庁ホームページ「輸送の省エネ法規制＞各種手続きについて（中長期計画書・定期報告書等）」からダウン
ロードしてください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/procedure/index.html

Ｑ．荷主定期報告書作成支援ツール（エクセル版）のステップ0では何年を入力すれば良いのでしょうか。
Ａ．5年度間報告の最初の年度を入力してください。例えば2020年度の実績を報告する場合は「2016」と入力してくださ
い。

Ｑ．定期報告書の識別（ＩＤ）とは何ですか。
Ａ．付表に入力した内容を第１表に反映させるために使用する識別（ＩＤ）です。任意に設定してください。付表１～３を通して、
同じ識別（ＩＤ）を付与することはできません。

Ｑ．付表に記入した数値が第１表に反映されないのですが、なぜですか。
Ａ．付表に識別（ＩＤ）を入力してください。すでに入力してある場合は、一旦削除し、再入力してください。
Ｑ．昨年度使用した作成支援ツールを使って良いのでしょうか。
Ａ．作成支援ツールは不具合の修正等を適宜行っていますので、最新のファイルをホームページからダウンロードして使用して
ください。

Ｑ．荷主定期報告書作成支援ツール（エクセル版）で、前年度のデータを取り込んで利用する方法を教えてください。
Ａ．最新のツールを利用し、「前バージョンの保存データ取得」をクリックして前年度のデータを選択してください。なお「開始
年度をXXXX年度（＝実績を報告する年度の10年前）に変更しますか」と表示が出た場合（例えば2020年度の実績を報
告する場合に「開始年度を2010年度に変更しますか」と表示が出た場合）は「いいえ」を選択してください。

ツールや様式の使用方法について、さらに詳細を知りたい方は・・・
⇒省エネポータルサイト「輸送の省エネ法規制＞各種手続きについて（中長期計画書・定期報告書等）」をご確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/procedure/index.html
上記ホームページから定期報告書作成支援ツールの「荷主用操作マニュアル」「荷主用操作マニュアル簡易版「エクセルツール操作マ
ニュアル」等がダウンロードできます。
⇒その他、荷主制度や定期報告書等に関して不明点がございましたら、「輸送の省エネ法規制＞よくある質問」の省エネ法（荷主に係る
措置）Ｑ＆Ａもご参照ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/faq/index.html
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●北海道経済産業局 エネルギー対策課 TEL 011-709-2311
　担当地域【北海道】
●東北経済産業局 エネルギー対策課 TEL 022-221-4932
　担当地域【青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島】
●関東経済産業局 省エネルギー対策課 TEL 048-600-0362
担当地域【茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡】
●中部経済産業局 エネルギー対策課 TEL 052-951-2775
　担当地域【富山・石川・岐阜・愛知・三重】
●近畿経済産業局 エネルギー対策課 TEL 06-6966-6051
　担当地域【福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山】
●中国経済産業局 エネルギー対策課 TEL 082-224-5741
　担当地域【鳥取・島根・岡山・広島・山口】
●四国経済産業局 エネルギー対策課 TEL 087-811-8535
　担当地域【徳島・香川・愛媛・高知】
●九州経済産業局 エネルギー対策課 TEL 092-482-5474
　担当地域【福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島】
●沖縄総合事務局 経済産業部エネルギー対策課TEL 098-866-1759
　担当地域【沖縄】.

わからないことがありましたら、資源エネルギー庁省エネルギー課
または最寄りの経済産業局までお問合せください。

お問合せ先

参考情報
○準荷主ガイドライン

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/ninushi/pdf/junninushi.pdf
○グリーン物流パートナーシップ会議
（ロジスティクス分野における.CO2排出量算定方法共同ガイドラインも掲
載されています。）.
https://www.greenpartnership.jp/

○省エネ法（運輸分野） ＜国土交通省 総合政策局＞
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000002.html

○温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度について 
　＜経済産業省・環境省＞
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/

○荷主の省エネ ＜一般財団法人 省エネルギーセンター＞
https://www.eccj.or.jp/useful.html

2021.3

省エネルギー課

〒100-8931
東京都千代田区霞が関 1-3-1
TEL 03-3501-9726

省エネ法（荷主に係る措置）に関する情報は、省エネポータルサイトをご覧
ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/transport/ninushi/

検索キーワード例 省エネ法、荷主向け関連情報 検索


